
  

 
江差町障がい福祉制度の手引      
この手引は、障がいがある方に関係する福祉制度の主な内容を、

簡易にまとめて紹介したものです。 
制度のすべてを説明したものではなく、また内容が変更される場

合があります。 
制度を利用される場合には、事前に各制度担当窓口（関係機関）

等に必ずお確かめください。  
江 差 町 
令和３年９月
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